
彩の国SCネットワーク新規正会員登録を希望する皆様へ 

 

一般社団法人彩の国SCネットワーク  

 

一般社団法人彩の国 SC ネットワークでは、新規正会員登録の要件を設けております。新規正会員登

録をご希望の皆様は、まず一般社団法人彩の国 SC ネットワーク（事務局 スポーツ総合センター内）

にご連絡の上、以下の手順にしたがって申請手続きを行ってください。その後、一般社団法人彩の国SC

ネットワーク理事会で審査の上、新規正会員登録の可否を決定いたします。 

 

１．申請手続き 

 

 （１）まず、一般社団法人彩の国 SC ネットワーク（事務局 スポーツ総合センター内）宛にご連絡

ください。 

 （２）一般社団法人彩の国 SC ネットワークが定めた「彩の国 SC ネットワーク新規正会員登録の要

件」をご参照いただき、要件を満たしているかどうかご確認ください。 

 （３）クラブ所在地がある行政の生涯スポーツ主管課（スポーツ課、体育課等）担当者へ総合型クラ

ブをつくる旨をご相談いただき、可能な限り、連携、協力体制を構築してください。 

※その他、体育・スポーツ協会、スポーツ少年団等への働きかけも望ましい 

（４）要件を満たしている団体の方は、一般社団法人彩の国 SC ネットワーク（事務局 スポーツ総

合センター内）宛に、以下の必要書類をご提出ください。 

     ①彩の国SCネットワーク新規正会員登録 申請書【書式１】 

     ②クラブ概要調査票【書式２】 

     ③クラブの規約・会則等（クラブの任意の書式） 

     ④組織図（クラブの任意の書式） 

     ⑤クラブ関係者名簿【書式３】 

     ⑥年間事業計画（クラブの任意の書式） 

   ⑦年間収支予算（クラブの任意の書式） 

⑧総合型地域スポーツクラブとして設立したことがわかる資料（クラブの任意の書式） 

＊総会資料、理事会等の議事録 

     ＊未開催の場合は、その予定がわかるもの 

     ⑨その他、クラブのパンフレット等（提出任意） 

 

 

 



２．審査 

 （１）一般社団法人彩の国 SC ネットワーク（事務局 スポーツ総合センター内）における申請書類

チェック 

・彩の国SCネットワーク理事会で審査の上、新規正会員登録の可否を決定いたします。 

（２）結果の通知 

・結果について、一般社団法人彩の国SCネットワーク（事務局 スポーツ総合センター内）

より文書にてお知らせします。 

 

３．決定後に留意していただくこと 

 

（１）一般社団法人彩の国SCネットワーク正会員会費（年額6,000円）を納入してください。 

     ※手続き等詳細は別途ご案内いたします。 

（２）設立総会の開催 

    ・総合型地域スポーツクラブとしての立ち上げに関わる設立総会などをまだ開催していない

場合は、できるだけ早い時期に「総合型地域スポーツクラブ」としての設立を決議する総

会、会議等を必ず開催してください。  

     （法人格をすでにもっているクラブの場合であっても、理事会等で総合型クラブとしての

立ち上げを確認する決議を行ってください） 

    ・その際の資料（議事録など）をご提出ください。 

（３）一般社団法人彩の国SCネットワーク（事務局 スポーツ総合センター内）への協力 

・彩の国SCネットワークの事業及び情報把握等において必要な調査等にご協力ください。 

以上 

 

◆ 書類提出先・問い合わせ先 ◆ 

一般社団法人彩の国 SCネットワーク 

（スポーツ総合センター内） 

〒362-0031 上尾市東町三丁目 1679番地  

スポーツ総合センター 

TEL：048-729-5970 

E-mail：info@sainokuni-sc.net 

 


